
 
 

１ 室蘭工業大学 

 

 

（１）研究倫理教育の体制 

 

 研究倫理教育の体制については、国立大学法人室蘭工業大学における研究活動等の不正

防止に関する規則に基づき、コンプライアンス推進責任者である副学長が、最高管理責任者

である学長及び統括管理責任者である理事の指示の下、教職員等に対する不正防止のため

の教育の実施及び受講状況の管理監督、研究活動等の取組のモニタリング及び改善指導を

行うとともに実施状況を確認し、統括管理責任者への報告を行っている。 

 

 機関全体の実施計画については、第３期中期目標・中期計画に基づき、年度計画を策定し

ている。 

 第３期中期目標においては、「特に研究活動等の不正防止について、学長のリーダーシッ

プの下、不正が起こらないような組織風土を醸成する。」と定めており、第３期中期計画に

おいては、「研究活動の不正行為の防止及び研究費の不正使用の防止のために、関係教職員

等全員を対象に継続的に倫理教育等を実施し、未受講者及び成績不良者に対して研究活動

の制限等を行う。」と定めている。  

 平成２９年度の年度計画においては、「関係教職員等を対象に倫理教育等を実施するとと

もに、受講率を 100％とするための方策を講じる。」と定めている。 

 第３期中期目標・中期計画及び年度計画の策定においては、執行部と部局等が連携して原

案を作成し、教育研究評議会、役員会の議を経て決定している。 

 

 研究機関における研究倫理教育の履修管理については、以下の通り行っている。 

 

①教職員に対する研究倫理教育 

履修管理ついては、日本学術振興会の「研究者倫理 eラーニングコース」の修了証明書と誓約

書の提出により事務局で一括して行っている。また、受講者が e ラーニング内のテストを行い、

理解度を深めている。 

  

②学生に対する研究倫理教育 

全学必修科目の「インターサイエンス」、「情報メディア基礎」、「技術者倫理」については、本

学で導入している履修管理システム「キャンパススクエア」で管理・把握している。また、日本

学術振興会で開発した「研究倫理 e ラーニングコース」については、eラーニングシステムとセ

ットで管理システムが用意されており、この中で履修状況を確認している。 
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（２）研究者等に対する研究倫理教育 

 

 研究者等について、機関全体として実施している研究倫理教育については、国立大学法人

室蘭工業大学における研究活動等の不正防止に関する規則に基づき、研究活動不正防止研

修を以下のとおり実施している。 

 
①研究倫理教育：  
 ・論文及び研究成果を発表する研究活動に携わる者に求められる倫理規範等を修得させるた

めの教育としている（第２条第５項第２号）。 
 
②趣旨・目的・主催者：  
 ・不正行為等を防止するため、構成員に研究活動等の不正防止のための教育を受講させるとし

ている（第８条第１項）。  
 ・本学構成員の責務として、構成員となった時点で本学が定める不正防止のための教育を必ず

受けなければならない。また、最高管理責任者が指定する教育を定期的に受けなければなら
ないとしている（第９条第３項）。 

 ・教育を最初に受ける際に教育内容を理解したこと等を明記した誓約書を最高管理責任者に
提出しなければならないとしている（第９条第４項）。  

 
③実施概要等： 
 ・本学の公的研究費（競争的資金を中心とした公募型の研究資金や運営費交付金等、本学が扱

う全ての経費）の運営管理に携わる全ての教職員（非常勤職員や共同研究を行う民間企業か
らの出向者等を含む）を対象としている。（第４条）  

 ・本学ホームページの教職員向けページを利用した個人学修による教育を実施している。 
 ・教育の未受講者に対しては、予算執行権限を停止するとしている。  

 

 大学としては、公的研究費の運営管理に携わるすべての教職員が研究を実施するために

研究倫理教育を受講することは極めて重要と考えており、研究倫理教育の受講の徹底を図

るために、未受講者に対して予算執行権限を停止することとしたものである。（受講率は

100％となっている。） 

 

 

（３）学生に対する研究倫理教育 

 

 学生の研究倫理教育については、初年次から研究公正に関する感性を高めるために、全学

必修科目「インターサイエンス」「情報メディア基礎」において、とくに FFP に関した共通

教材を使い啓蒙を徹底している。さらに「技術者倫理」において、研究倫理に係る判断と行

動に繋がる教育を実施している。 

具体的には、技術者倫理の基本概念を説明し、技術者として身につけなければならない基

礎的な技術者倫理に関する知識を修得させ、その上で具体的な事例をとおして、技術者の判

断が社会や環境に与える影響を理解させ、倫理的ジレンマの解決方法を多様な価値観を踏

まえ考察させている。なお、本授業では、講義、グループ討論、調査、分析、発表等を実施

している。  
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授業科目「技術者倫理」については以下のような内容を実施している。なお、本科目は学科毎

で設定し実施している。「技術者倫理」は昼間コース学部３年生を対象に、後期１５週科目と

して毎週２時間実施しており、全学科において必修科目としている。これは、４年生に研究室

配属が行われることから、授業科目「技術者倫理」はその直前期にあたる３年生後期に設定し

ているものである。 

第１週 技術者、技術者倫理とはなにか 

第２週 事例研究 

第３週 倫理とは 

第４週 内部告発 

第５週 技術者倫理の解決法 

第６週 事例研究 

第７週 企業倫理とはなにか 

第８週 ヒューマンエラー 

第９週 ～ 第１２週 グループ討論 

第１３週 ～ 第１５週 発表会 

第１６週 定期試験 

 

 また、学部４年生、大学院修士課程１年生及び大学院博士課程１年生を対象に日本学術振

興会の「研究倫理 e ラーニングコース」を９月から１２月までを受講期間に設定して実施し

ている。 

 

 

（４）一定期間の研究データの保存及び開示 

 

 保存を義務付けている研究データの範囲、研究データの種類別の保存期間や保存方法に

ついては、国立大学法人室蘭工業大学における研究活動等の不正防止に関する規則におい

て、以下のとおり定めている。 

 

①保存する研究データの範囲  

 ・実験の生データ、実験ノート、実験試料及び実験のために使用するプログラム等、外部

に発表する論文及び研究成果を導出するために必要とした各種データ等としている

（第２条第６項）。  

 ・構成員及び学生が外部に発表した研究成果に関するものとする（第２８条）。 

 

②研究データの保存期間  

 ・研究データの保存期間は、研究成果の発表時点から原則５年としている（第２９条第１

項）。 

 ・研究分野の特性により、５年を超えた保存期間の設定が必要な場合は、研究成果の発表

時点で構成員が自ら期間を定めることができるものとしている（第２９条第２項）。 

 ・保存する研究データの中に、法令等により保存期間が規定されるものがある場合には、
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当該データについてはその法令等の定める期間に合わせて保存期間を定めるものとし

ている。ただし、法令等の保存期間が５年未満で期間満了後の即時破棄が明記されてい

ない場合には、第１項の期間に準じて保存期間を定めるものとしている（第２９条第３

項）。 

 ・共同研究や外部から研究データを受領するにあたり、研究データの保存期間に関する契

約若しくは定めが別途ある場合は、契約等で定められた期間に合わせて保存期間を定

めるものとしている（第２９条第４項）。 

 

③研究データの管理方法  

 ・個々の構成員単位で研究データ保管管理簿に、研究成果を発表した都度、情報を追記し

て管理するものとしている（第３０条第１項）。 

 ・学生の研究データについては、指導教員の研究室単位で管理簿に、指導教員の責任のも

と研究成果を発表した都度、情報を追記して管理するものとしている（第３０条第２項） 

 ・保存期間を経過した研究データについては、適切に破棄するとともに管理簿の情報も適

切に修正するものとしている（第３０条第３項）。 

 ・コンプライアンス推進責任者は、部局等における管理状況を定期的に確認し、適正に研

究データが保存されていることを確認し、状況を統括管理責任者に報告するものとし

ている（第３０条第４項）。 

 

保存対象の研究データについては、国立大学法人室蘭工業大学における研究活動等の不

正防止に関する規則において、保存するデータは、不正等を指摘された際に科学的根拠を持

って不正が無いことを証明することができると考えられるものを構成員が自ら決めるもの

と定めている。  

 また、この観点に準じて、学生の研究成果に関する研究データついては、指導教員の責任

のもと決めるものとし、複数の研究者と共同で行った研究成果の研究データについては、構

成員が担当した部分について証明が可能な研究データを保存するものと定めている。（第２

８条） 

研究データの保存については、データ管理簿として全学的に統一的な様式を定め、データ

の所在情報等を管理する仕組みを導入し、機関としてデータ管理を工夫している。 

 

転出又は退職する研究者が保有する研究データの保存については、国立大学法人室蘭工

業大学における研究活動等の不正防止に関する規則において、以下のとおり定めている。 

 

・学外への異動者が管理する研究データ（指導する学生の研究データも含む。）について

は、研究データ引継ぎ等証明書を作成の上、原則本学が継続して管理し、保存するもの

としている（第３１条第１項）。 
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・学外への異動者は他機関で研究を継続する等の理由で自らの研究データを持ち出した

い場合は、管理簿及び証明書をもとに作成した持ち出しデータのリストにより統括管

理責任者に申請し、承認を得て持ち出すことができるものとしている。ただし、持ち出

す研究データは複製を作成し、オリジナル又は複製を本学に残すこととし、複製が難し

い研究データについてはその取扱についてコンプライアンス推進責任者と個別に協議

し、決定するものとしている（第３１条第２項）。 

・コンプライアンス推進責任者は、学外への異動者の研究データをどのように引き継ぐか

予め決めておくものとしている（第３１条第３項）。 

・学外への異動者が残し、本学が継続して管理し、保存する研究データについては、予め

決められた保存期間の中で管理し、保存期間経過後は適切に破棄するものとしている。

なお、研究データは研究者個人のアイディア及びノウハウ等が含まれるものであるこ

とから、研究データの管理及び保存に係る業務又は不正行為等の調査以外に使用して

はならないとしている（第３１条第４項）。 

・新たに採用され構成員となる者が他機関から持ち出した研究データで、成果の発表から

本規則で規定する期間を経過していないものについては、管理簿を作成し、管理及び保

存を行うものとしている（第３１条第５項）。 

 

 

（５）その他研究公正の推進に向けた取組 

 

 「国立大学法人室蘭工業大学における研究活動上の不正防止に関する規則」において、管

理に資するため様式を整備している。 

・研究倫理教育の実施に関しては、教育実施後に、教育内容を理解したこと等を明記した

「誓約書」を提出させ、保管している。 

・研究データについては、「研究データ保管管理簿」に、研究成果を発表した都度、情報

を管理するものとしている。 

・学外への異動者が管理する研究データについては、「研究データ引継ぎ等証明書」を作

成し、原則大学が継続して管理し、保存するものとしている。 
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誓約書 
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研究データ保管管理簿 
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研究データ引継ぎ等証明書 
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２ 山形大学 

 

 

（１）研究倫理教育の体制 

 

ガイドラインを踏まえた研究倫理教育については、平成 27 年３月の役員会及び教育研究評

議会において一部改正した「山形大学の研究活動における行動規範に関する規程」、及び同

年５月に、山形大学研究活動に関する行動規範委員会において制定した「山形大学における

研究倫理教育に関する指針」により、以下のとおり取り組んでいる。 

 

【実施体制について】 

・全学的な取り組みを推進するため、学長を業務統括の最高責任者とし、研究担当理事・副学長

を業務実施の責任者とした。また、研究分野の特性及び部局の実情を踏まえた研究倫理教育を

行うため、部局長を研究倫理教育責任者とした。 

 

（１）学長 

本学全体の研究活動における行動規範の遵守、不正行為の防止及び不正行為への対応に関

する業務を統括する。 

 

（２）研究担当理事・副学長 

学長を補佐し、研究活動における行動規範の遵守、不正行為の防止及び不正行為への対応に

関する業務を行う。 

 

（３）部局長 

当該部局の研究活動における行動規範の遵守、不正行為の防止及び不正行為への対応に関

する業務を行う。  

 

（４）研究倫理教育責任者 

各部局長を研究倫理教育責任者とし、研究者に求められる倫理規範を修得させるための教

育について責任を持って実施する。 

 

（５）研究活動に関する行動規範委員会 

研究活動における行動規範の遵守及び研究倫理教育等不正行為防止策を検討する審議機関。

研究担当理事・副学長が委員長を務める。 

 

 実施計画については、第３期中期目標・中期計画及び年度計画を踏まえ、全学的に取り組

んでいる。 

 

○中期目標 

・経理の適正化、情報セキュリティ、研究における不正行為・研究費の不正使用の防止等につい

て、法令等に基づく適正な業務執行を徹底する。 

 

○中期計画 

・研究における不正行為・研究費の不正使用の防止等に係る意識を向上させるため、第２期中期

目標・中期計画期間に改正した規定や整備した体制の下で、研究者及び学生の倫理教育を継続
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的に実施するとともに、不正行為や不正使用を事前に防止するための管理責任体制の在り方

を定期的に点検・評価し、必要に応じて改善策を講じる。 

 

○平成 29 年度計画 

・研究における不正行為・研究費の不正使用の防止等に係る意識を向上させるため、不正行為防

止の管理責任体制についての点検を継続する。また、各学部・研究科においては不正行為や不

正使用を事前に防止するために研修会等を継続的に開催する。さらに、研究費の不正使用の防

止に向けて「適正経理管理室」がすべてのキャンパスを対象にモニタリングを実施し、結果に

ついて点検・評価を行う。 

・各部局研究倫理教育責任者から前年度末時点の研究者の研究倫理教育履修状況を報告させる

とともに、全学的な「研究倫理教育履修状況管理台帳」を作成し管理することを継続する。ま

た、履修状況を把握し、必要に応じて研究倫理教育責任者に対し通知等を行う。 

 

 責任や役割分担については、全学においては、学長を業務統括の最高責任者とし、研究担

当理事・副学長を業務実施の責任者としている。全学的に調整が必要な事項については、研

究担当理事・副学長が委員長を務める「研究活動に関する行動規範委員会」で審議を行うこ

ととしている。部局においては、各部局長を研究倫理教育責任者とし、当該部局における研

究者の研究倫理教育の実施及び履修状況の確認を行っている。 

 上記に加え、医学部・医学系研究科においては、以下のとおり実施している。 

・研究者等の研究倫理意識の醸成のため、「医学系研究の倫理等に関する研修会」を年１回

以上開催している。 

・研修においては、医学部倫理審査委員会委員長、利益相反マネジメント委員会委員長、大

学院委員会委員長がそれぞれ医学系指針、COI マネジメント、研究倫理の講義を担当して

いる。 

 

研究倫理教育の履修管理については、研究倫理教育を履修した者は、研究倫理教育責任者

（各部局長）に履修済みの報告書等を提出し、研究倫理教育責任者（各部局長）は、当該部

局の履修状況を管理することとしている。研究倫理教育責任者（各部局長）は、前年度末時

点の当該部局の履修状況について、「研究倫理教育履修状況管理台帳」を作成して研究担当

理事・副学長に報告することとし、研究担当理事・副学長が全学の履修状況を把握している。 
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研究倫理教育履修状況管理台帳 
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（２）研究者等に対する研究倫理教育 

 

 研究者等に機関として実施している研究倫理教育については、山形大学の研究活動にお

ける行動規範に関する規程において、研究活動の基本姿勢及び研究者の行動規範を定め、研

究者に求められる倫理規範を修得させるための研究倫理教育を行うこととしている。また、

業務統括の最高責任者である学長、及び業務実施の責任者である研究担当理事・副学長のも

と、研究分野の特性及び部局の実情を踏まえた研究倫理教育を行うため、部局長を研究倫理

教育責任者とし、研究倫理教育責任者が当該部局の研究倫理教育の実施及び履修状況の確

認を行うこととしている。 

 

 

（３）学生に対する研究倫理教育 

 

 学生及び大学院生について、学部・研究科において実施している研究倫理教育については、

山形大学の研究活動における行動規範に関する規程に基づき、研究活動に関する行動規範

委員会（平成 27 年 10 月 15 日開催）において、学生に対する研究倫理教育の推進について

審議し、未実施及び検討中の部局においては平成 28 年度から実施することを決定し、以下

のとおり実施している。 

 

【学部】 

（人文社会科学部）基盤教育科目「スタートアップセミナー」、「卒論指導」において実施 

（地域教育文化学部）基盤教育科目「スタートアップセミナー」、専門科目「課題研究等の授業」

において実施 

（理学部）基盤教育科目「スタートアップセミナー」において実施 

（医学部）医学科：専門科目「社会医学・医療学（医療情報）」、及び研究室研修前のガイダンス

において実施 

看護学科：専門科目「看護研究入門」、「看護研究」、及び研究室研修前のガイダンス

において実施 

（工学部）専門科目「技術者倫理」において実施 

（農学部）専門科目「食料生命環境学実験実習」において実施 

 

【大学院】 

（社会文化システム研究科）「オリエンテーション」、「修論指導」において実施 

（地域教育文化研究科）専門科目「課題研究等の授業」又は「特別研究等の授業」において実施 

（教育実践研究科）専門科目「教職実践プレゼンテーションⅠ」において実施 

（医学系研究科）医学専攻：専門科目「行動規範教育」（「CITI－Japan プロジェクト e-learning

プログラム」の履修を含む）において実施 

看護学専攻：専門科目「行動規範教育」（「CITI－Japan プロジェクト e-learning

プログラム」の履修）において実施 

（理工学研究科）「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－（日本学術振興会「科学

の健全な発展のために」編集委員会）」の通読により実施 
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（有機材料システム研究科）「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－（日本学術振

興会「科学の健全な発展のために」編集委員会）」の通読により実施 

（農学研究科）「オリエンテーション」において実施 

 

学修内容については、各学部や研究科で分野の特性等をふまえたものとしている。 

 

・人文社会科学部・社会文化システム研究科では、参考文献の扱い方、引用の方法、データの扱

い方などを中心に論文の作成方法や研究の進め方を指導教員（演習担当教員・卒論指導教員・

大学院指導教員）が学生に教育している。 

・理工学研究科では、教材として「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－（日本学

術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会）」を用いている。 

・医学系研究科では、CITI-Japan プロジェクト e-learning プログラムを必修としている。また、

医学部では、医学科は専門科目「社会医学・医療学（医療情報）」、看護学科は専門科目「看護

研究入門」、「看護研究」において研究倫理教育に関する講義履修、及び研究室研修前のガイダ

ンスの受講を必修としている。 

 

 

（４）一定期間の研究データの保存及び開示 

 

研究データの保存については、山形大学の研究活動における行動規範に関する規程にお

いて、「研究者は、実験・観察ノート等の研究データを一定期間保存し、学長、副学長又は

部局長の求めに応じ、開示しなければならない。」と規定し、研究データを一定期間保存す

ることを義務づけている。 

保存すべき研究データの内容、保存期間については、平成 27 年３月６日日本学術会議回

答「科学研究における健全性の向上について」を参照し、研究分野の特性及び部局の実情を

踏まえた取組みを行うため、同規程において、「研究データの内容、保存期間については、

各部局において定める。」こととしている。 

 

【研究データの内容】 

・研究活動の過程を記録する実験ノート、論文や報告等研究成果発表のもととなった文書、数値

データ及び画像など及びその電子データ等の研究資料、並びに試料（実験試料、標本）や装置

等としている。 

 

【保存期間】 

・研究資料については、人文社会科学部は２年、地域教育文化学部、工学部、農学部は 10 年、

理学部は電子化されているもの 10 年、電子化されていないもの５年。 

・また、医学部においては、論文中の図表作成の由来となった結果に関する実験データ及び実験

ノートのコピーをファイルにまとめ、５年間は corresponding author（責任著者）及び執筆

者が分担に応じてそれぞれ保管し、５年経過後は、corresponding author（責任著者）又は執

筆者のいずれかが責任を持って保管することとしている。 

・試料（実験試料、標本）や装置等の「もの」については、人文社会科学部は２年、地域教育文

化学部、理学部、工学部、農学部は５年、医学部は実験担当者と実験責任者が相談して決定。 
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保存対象の研究データと廃棄する研究データについては、人文社会科学部、地域教育文化

学部、理学部、工学部、農学部では、規程に基づき、各研究者が判断している。医学部では、

「山形大学医学部研究倫理教育の指針」に基づき、実験担当者が実験責任者と相談して判断

している。転出又は退職する研究者が保有する研究データの保存については、規程に基づき、

部局ごとに判断している。 

 

・人文社会科学部、理学部、農学部では、規程に基づき、当該研究者が判断している。なお、工

学部では、国の研究開発プロジェクトや企業との共同研究が実施される等、大学として秘匿す

る必要があるものについては、研究者と協議の上、大学が保管する場合もある。 

・地域教育文化学部では、退職並びに転出の際のデータ廃棄方法について研究開始許可を求める

段階で取り決めることとしている。 

・医学部では、研究成果有体物については、研究者が転出先に移管する場合、転出先機関からの

申し出により、医学部長が承認した上で無償譲渡手続を行っている。 

 

 

（５）その他研究公正の推進に向けた取組 

 

研究活動上における不正行為防止策の一環として、学術論文等の剽窃検知ツール

「iThenticate」（アイセンティケイト）を平成 26年 11 月から導入している。 

 

山形大学における教員の個人評価では、教員が定期的に自己点検を行い、部局長へ報告す

ることを義務付けており、教員個人評価票（項目別自己点検）においては、教育、研究、社

会連携、管理運営、診療の５領域が定められている。研究については研究発表など評価項目

が 7 項目あり、研究活動に関して守るべき作法（実験・観察ノート等の記録媒体の作成、保

管や試験試料の保存、剽窃の有無、研究費の適切な執行等）についても個人評価の評価項目

として取り上げている。 
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教員個人評価調査表（項目別自己点検） 
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３ 物質・材料研究機構 

 

 

（１）研究倫理教育の体制 

 

 研究倫理教育については、機構全体の体制として、総括責任者の下、研究倫理教育につい

て実質的な責任と権限を有する者として、研究拠点・部門等ごとに研究倫理教育責任者（拠

点長/部門長/センター長）を置き、所属する研究者等が研究倫理に関する研修を適切に受講

するよう、把握・指導を行っている。 

 

機関全体での実施計画については、内部統制推進本部内部統制推進室において、前年度末

に翌年度機関が実施する研究倫理教育などの研修計画を立て、スケジューリングを行って

いる。また、研究拠点等において、研修を優先的に受講させる者の選別や受講連絡を行って

いる。 

 

 研究倫理教育の履修管理については、CITI Japan プログラム（e ラーニング）について、

内部統制推進室職員が成績管理者となり、APRIN が管理する CITI Japan Web サイトを利用

した履修管理を行っている。また、理解度の把握については、CITI Japan プログラムが「必

須受講科目における理解度テストの正解率が平均 80%以上」で修了となるため、修了済みか

否かで受講者の理解度を把握している。 

なお、機構内における研究倫理教育に関して、運営会議、内部統制委員会の各部会等の場

で必要に応じて指導・指示を受け、改善に結びつけている。 

 

 

（２）研究者等に対する研究倫理教育 

 

 研究者に対する研究倫理教育については、公正な研究活動を推進するために必要な作法

の修得や研究者倫理のさらなる向上のための研究倫理教育を実施している。また、新規採用

者等に対して、機構のルールや業務について説明するとともに、コンプライアンス・研究

（費）不正等についても触れて意識を高めているほか、全職員に対して、コンプライアンス

に関する啓蒙活動を行っている。 

 
＜e ラーニング＞ 
①CITI Japan プログラム 
「責任ある研究行為：基盤編（理工系）」を履修義務化。 
【必修単元】 

1.研究不正 
2.工学研究におけるデータの管理上の倫理問題 
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3.責任あるオーサーシップ 
4.理工学研究領域の論文発表とピア・レビュー 
5.理工学分野における共同研究 
6.研究者の社会的責任と告発 
7.公的研究費の取扱い 

※職種に応じて 3 コース設定し、必須受講科目数は異なる（最大 7 単元）。 
平成 29 年 1 月より受講開始。教材の内容が改定されるなどした際には、改めて受講を依頼。 

 
＜セミナー等＞ 
②研究倫理に関する研修会 

  研究外部講師を招いた、研究（費）不正防止、研究者倫理等に関する研修会を定期的に（年

１回程度）実施。 
 ・平成 28 年度 研究不正・研究費不正に関する研修会を 1 回（日本語）実施 

・平成 29 年度 研究倫理に関する研修会を 2 回（日本語 1 回、英語 1 回）実施 
 
③新任 GL 研修（主催者：人材部門人材開発・大学院室） 

  新任の GL を対象に定期的に（年 1 回程度）実施。研究倫理・コンプライアンスを組み込ん

で実施している。 
 
④ICYS オリエンテーション（主催者：人材部門若手国際研究センター） 

新規に採用された外国人を対象に、定期的に（2 か月に 1 回程度）実施。NIMS で働くため

の一般的な情報、研究成果について留意すべき点、安全管理等について説明を行うほか、コ

ンプライアンス、研究不正・研究費不正についても説明を実施している。 
 ・平成 28 年度 6 回開催 
 ・平成 29 年度 6 回開催 

 
⑤初任者オリエンテーション（主催者：人材部門人事室） 

初任者を対象に、定期的に（年 1 回）実施。機構で働くために必要な各種業務についての説

明を行うほか、コンプライアンス、研究不正・研究費不正についても説明を実施している。 
 
＜その他＞ 
⑥コンプライアンスハンドブック/コンプライアンスメールマガジン配信（主催者：内部統制

推進本部内部統制推進室） 
新規採用者に対して、コンプライアンスハンドブック（研究活動上のルールを含む）を送付

しているほか、月に 1 回、全職員に対して、コンプライアンスメールマガジンを配信し、コ

ンプライアンスに関する啓蒙活動を行っている。 
   
若手国際研究センター（ICYS）では、世界の優秀な若いポスドク研究者に独立した研究予

算と自由な研究環境を提供し、イノベーションとなるような研究を生み出す自立した若手

研究者を育成しており、新規に採用された外国人研究者については、定期的（2か月に 1回）

に開催される ICYS オリエンテーションにおいて、研究環境の違いをふまえ、NIMS で働くた

めの一般的な情報、研究成果について留意すべき点、安全管理等について説明を行うほか、

コンプライアンス、研究不正・研究費不正についても説明を実施している。 

 

 

（３）一定期間の研究データの保存及び開示 
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研究データの保存については、研究記録については、文書（ラボノートを含む）、数値デ

ータ、画像などの研究資料は、原則 10年、試料（実験試料、標本など）や装置などの有体

物は、原則 5 年（いずれも、当該論文等の発表時から起算）の保管を義務付けている。分野

ごとの取り扱いについては、各グループ等に委ねている。ラボノートについては、紙ノート

と電子ノートの使用を認めている。 

機関全体として、論文等の発表成果内容の根拠となっている研究データ（「研究記録」）に

ついては、規程で定めた上記の期間は適切な保管を行うことを義務付けている。各研究デー

タが論文等のバックデータに該当するかどうか、廃棄して良いかどうかの判断は、各グルー

プ等において個別に判断を行うこととしている。 

また、研究者が論文等、研究成果の公表を行う際には、研究発表許可願いシステムにおい

て、当該論文等のバックデータの所在の申告を行うことを義務付けている。 

 

転出又は退職する研究者が保有する研究データの保存については、拠点長等及びグルー

プリーダー等が、研究記録の適切な保管が損なわれないように複写を作成して所在を記録

するなど、個別にルールを決めることとしている。グループリーダー等が転出又は退職する

場合は、関係者間で協議して研究データの保存場所を確保する等の必要な措置を講じるも

のとしている。 

 

保存にかかる費用負担については、各拠点等の要望に応じて電子データ保管用のサーバ

ーを提供している。その他の個別のデータ保存に関する費用負担等は、各グループ等に割り

振られた予算において行っている。 

研究データの帰属先については、「研究成果物等取扱規程」において、研究の過程で得ら

れたデータや資料等について、特段の登録等を必要とせず、発生した段階で研究成果物等と

して取り扱い、他に特段の定めのない限り、機構に帰属するとしている。 

 

研究データの保存に関連して実施している研究記録管理については、適切な記録管理の

在り方について現場モニタリングをしながら、制度のブラッシュアップを進める予定であ

る。 

 

 

（４）その他研究公正の推進に向けた取組 

 

組織全体として取り組むべき重要なリスクの把握・対応を迅速に行うため、平成 27 年 3

月に内部統制委員会を設置している。同委員会において、機構全体のリスクを俯瞰したうえ

で、研究不正の予防、事案発生時の対応にかかる重要事項を決定している。また、研究不正
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に関する通報窓口について、機構内ＨＰのトップに誰でもすぐにアクセスできるリンクを

設けて内部監視を強化している。 

 

 独立行政法人における内部統制とは、中期目標に基づき法令等を遵守しつつ、業務を行い、

ミッションを有効かつ効率的に果たすため、法人の長が法人の組織内に整備・運用する仕組

みのことであり、内部統制の目的を重要度の高いものから 4 つに優先順位付けしている。

（①業務の有効性及び効率性、②事業活動に関わる法令等の遵守、③資産の保全、④財務報

告等の信頼性） 

 内部統制における「法令等の遵守」は「コンプライアンス」のことを指しており、法律・

政令等の「法規範」や社内規程・業務マニュアル等の「社内規範」に加えて、企業倫理・社

会的規範等の「倫理規範」が法人に対して求められている。 

 

機構では、コンプライアンス体制の構築は、内部統制におけるリスクマネジメントの一つ

に位置付けられているため、内部統制委員会（委員長＝理事長）を中心に内部統制推進室が

実務を担うなど、様々なリスクに対して理事長のリーダーシップの下での組織運営体制を

構築している。 

内部統制推進室が対応するコンプライアンスの範囲としては、①法令・規程等遵守、②ハ

ラスメント等モラル・職場環境に係る問題、③研究不正の防止、④研究費不正の防止、④反

社会的勢力への対応 等があり、優先度の高いリスクに対して対応等を行うとともに、内部

統制委員会に対して報告等を速やかに行い、組織としての信頼の確保のため、トップが積極

的に関与する体制としている。 

このように、研究公正の推進に向けた取組についは、研究担当部局ではなく、内部統制を

担当する部局において、統一的に取り組んでいることが大きな特徴となっている。 

 

また、内部統制の観点から「国立研究開発法人物質・材料研究機構コンプライアンスポリ

シー」として、以下を定めている。 

 
 1．法令の遵守 
 2．情報管理の徹底 
 3．人権の尊重と健全な職場環境の形成 
 4．公正な研究活動と社会への貢献 
 5．役員の姿勢 
 

さらに、公正な研究活動の推進を含めてコンプライアンスに関する理解を深めるため、職

員に対して、ポイント、事例、ルールの解説、関係法令等・内部規程をわかりやすく取りま

とめた「コンプライアンスハンドブック」を配布するとともに、メールマガジン「NIMS コ

ンプライアンス通信」を全職員に定期的に送付し、普及啓発活動を行っている。 
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４ 東京藝術大学 

 

 

（１）研究倫理教育の体制 

 

 「東京藝術大学における芸術研究活動に関わる行動規範」において、芸術諸分野における

研究活動にあたり、行動規範を遵守し、公正な態度をもって活動の遂行に努めなければなら

ないことを定めている。 

 また、学術研究の健全な環境の確保および学術研究の信頼性・公平性を高めることを目的

として、構成員（教職員及び学生）が研究に携わる場合に守るべき倫理指針を示す「東京藝

術大学研究者倫理に関するガイドライン」において、創立以来の自由と創造の精神を尊重す

ると同時に、社会に及ぼす大きな影響と重い責任を自覚した高い研究者倫理を求めている。 

 
 前文（目的） 
   東京藝術大学は、我国唯一の国立総合芸術大学として、芸術文化発展について指導的役割

を果たすことを使命と考え、高い専門性と豊かな人間性を有した芸術家、芸術分野の教育
者・研究者の養成、伝統文化の継承と新しい芸術表現の創造、市民が芸術に親しむ機会の創
出を目指しています。使命の実現に向けて、創立以来の自由と創造の精神を尊重すると同時
に、社会に及ぼす大きな影響と重い責任を自覚した高い研究者倫理が求められています。 

 第１条 
 １．「研究」とは、申請、実施、発表、審査等、研究活動に関わるすべての行為と結果をいい

ます 
 ２．「研究者倫理」とは、研究費の不正使用、研究に関わる捏造、改ざん、盗用など社会規範

から著しく逸脱した行為を防止し、社会的規範となるような行動の規範を言います。 

 

ガイドラインを踏まえた研究倫理教育については、「東京藝術大学における研究活動の不

正行為等に関する取扱規則」により、学長を最高責任者、研究担当理事を統括管理責任者と

し、その下で研究倫理教育責任者（部局長）が研究倫理教育を実施している。大学全体の実

施計画としては、「東京藝術大学における研究活動の不正行為等に関する取扱規則」に基づき、

統括管理責任者が計画し、研究倫理教育責任者が実施する研究倫理教育を教員等は受講するこ

ととしている。 

 

研究倫理教育の履修管理等については、社会連携課研究協力室で、研究倫理教育の出席表、

e-learning コース（eL CoRE）の修了証書の提出により、受講状況を確認、管理している。 

研究倫理教育の内容の理解度については、平成 27年度の研究倫理教育実施後及び科研費

説明会後のアンケート調査により把握している。 

また、研究担当理事が主催する研究推進室会議、教授会等で研究倫理教育についての現状

報告、意見交換等を行っている。 

 

 

31



 
 

（２）研究者等に対する研究倫理教育 

 

研究者及び研究支援人材について、機関全体として実施している研究倫理教育について

は、研究不正防止、研究者倫理、行動規範などについて、e-learning などを活用して行って

いる。 

 

〔機関全体での研究倫理教育の内容〕 
 
・平成 27 年度に文部科学省研究振興局からの講師派遣により、研究倫理の基本的な事項につ

いての教育を実施した。 
 
・公的研究費に係わっている教員を対象に日本学術振興会の e-learning コース（eL CoRE）の

受講を義務づけている。 
 
・科研費説明会同時開催。 

 

 

（３）学生に対する研究倫理教育 

 

学生及び大学院生について、学部・研究科等として実施している研究倫理教育については、

芸術という分野の性格から、実技教育が中心であるため、一律に研究倫理教育を行うことは

していないが、研究倫理教育については個別に教員の指導の一環として行っている。 

芸術分野の特性をふまえると、芸術作品を発表することに関して求められる倫理感を養

うことが社会との関係で重要であるため、芸術に携わるものとして社会に出た際に必要と

なる知識の習得として、著作権等についての教育は、大学としても重要であると考えており、

段階的なカリキュラムに位置づけている。 

 
学部学生を対象として、「藝大生のための著作権入門」 
音楽（学部・修士）を対象として、「著作権概論Ⅰ」「著作権概論Ⅱ」 
音楽（学部・修士）、美術（学部・修士・博士）を対象として、 

「芸術運営論Ⅰ：著作権と文化・メディア契約」 

 

このほか、学部単位では一律に研究倫理教育を行うことをしていないが、学科単位では、

必要な研究倫理教育を行っている。例えば、以下のような取組がある。 

 

〔学科での研究倫理教育について〕 
 
◯美術学部芸術学科 
 工芸史研究室所属希望の学部３年生に対し、毎年、卒論提出日に合わせてガイダンスと論文指
導を行っており、その際にマニュアルには剽窃・データの改ざん禁止と註のことについての説明
がある。（工芸史の場合、まれにですが学部段階でも科学分析で得られたデータについて言及す
ることがあるため、美術では、やや特殊。） 
 学部学生対象の概説科目（東洋陶磁史、東洋美術史概説、工芸理論）では、レポート課題の注
意書きに、註等の引用根拠なしにインターネット等からの「コピペ」をしないこと、発見次第、
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告知なしに不可とする可能性があることを明記し、またなぜ問題があるかについても口頭でも
説明している。 
 
◯音楽学部楽理科 
楽理科では学部・院ともにシラバスに明記する形で「研究倫理教育」は行っていないが、実技

科のレッスンに該当する「音楽学実習」（＝個人単位での研究・論文指導）において、各教員が、
各学生の勉学・研究の枠組みに沿って倫理教育を行っている。 
具体的には、資料調査やフィールドワークに際して、個人情報の取扱や資・史料使用の際のド

キュメントの取扱いから、奨学金や助成金の使用に際しての注意など、学生によって大きく異な
る状況に沿って適宜必要と思われることを指導している。院生の多くは外部資金を活用して海
外調査や学会発表しており、報告書の内容を指導している。 
剽窃行為等については「音楽学実習」の他にも「総合ゼミ」内での様々な形式での研究成果発

表の際に全教員から指導を受けている。 
楽理科の学部１・２年の必修科目「初級演習」のクラスでは、民俗芸能のフィールドワークを

学生に課しており、フィールドに赴く前の準備として、研究上の倫理にかかわる事項を扱ってい
る。特に、民族音楽学では研究上の倫理の問題は、この学問の理論の一部をなしているので、当
然、言及や注意喚起が授業中になされている。 
 
◯音楽学部音楽環境創造科 
音楽環境創造科において学習・研究における倫理に関する教育の代表例として、以下の科目や

機会がある。 
・スタディスキル（1年生・必修科目） 
  音楽環境創造科の中で学習していく上での基礎的な能力を身に付ける。課題レポート提出
時にカンニングにあたる行為を説明するとともに、それが授業を受ける立場だけのことでは
ないと述べつつ、公正な研究の発展に関して触れている。 

・音響心理研究法（主として学部 3 年生と修士 1 年生を対象・選択科目） 
  音響と心理に関わる研究を計画・実施するための方法を通年講義で行っている。受講生は各
自が研究を行い、簡易ではありますが論文を執筆するところまでを行っており、その中で、研
究倫理について講義・ディスカッションの機会をもうけている。学会の倫理規定等についても
説明している。 

  １ 研究倫理 
   1.1 研究者の責任と義務（日本心理学会『倫理規定』より） 
   1.2 研究計画 
   1.3 インフォームド・コンセント 
    1.4 秘密保持 
  ２ 発表 
   2.1 出典の明示 
   2.2 正確性・公平性 
   2.3 偏見のない報告（アメリカ心理学会「APA Style Manual」より） 
・卒業論文講習会（5〜6月頃に実施、学部 4年生と修士 2年生は参加必須） 
  卒業論文・修士論文の構成・要件などを 90 分程度で解説し、その中で、どのような内容や
引用が盗用・改竄・捏造にあたるのかを説明している。 

 

 

（４）一定期間の研究データの保存及び開示 

 

保存を義務付けている研究データの範囲、研究データの種類別の保存期間や保存方法に

ついては、「東京藝術大学における研究活動の不正行為等に関する取扱規則」で研究データ

の保存について規定している。 
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大学における研究は、実技教育分野のように研究成果が芸術作品となる場合があるため、

研究データの考え方には芸術分野の特性をふまえた整理が必要であると考える。 

研究成果となる芸術作品そのものは、通常、個人資金や寄附等で制作されており、個人の

作品となるものがほとんどである。東京藝術大学の教育研究活動は、個人の芸術家としての

芸術活動（や芸術作品の収支）とは区分して行われており、例えば、公費（運営費交付金等）

で教育研究のために配分された経費を直接的に芸術作品の制作等に使用することはない。 

一方、研究室単位等で行った科研費の研究等については、研究科・専攻の主任等が研究デ

ータを管理している。 

 

また、芸術分野については、例えば、成果となる過程のデータ等に関する不正を行ったと

しても、最終的な作品自体の芸術的価値が評価対象となるため、どのようなデータを使用し

たかは作品の評価に大きな影響を与えない場合があるなど、論文等における不正行為をそ

のまま芸術分野の研究成果に当てはめるのが困難なことがある。 

 

美術作品が研究成果となる場合には、最終的な作品の現物が美術の評価の対象となるた

め、制作過程のデータ等が、最終評価の作品の価値判断に影響を与えることはなく、そもそ

もデータ等のねつ造・改ざんを行う意味がないケースもある。 

また、外部資金による音楽の演奏に関する共同研究では、論文を執筆する研究者と音楽の

演奏者の役割が分担されており、音楽の演奏者による芸術的な価値は絶対評価であり、論文

の価値は音楽の演奏者が評価することとなるため、研究者の執筆過程で不正行為が入り込

む余地は極めて小さい。また、研究者は演奏者に評価されて初めて論文として公表できるた

め、演奏者の評価と関係なく研究者が論文にすることはできない。 

  

ただし、芸術作品に関する文献や解釈等の論文をそのまま研究成果とすることが可能な

場合には、他の学問分野と同様に、適切な引用や特定不正行為に関するデータ保存等への配

慮が必要になる。 

音楽学部では、「東京藝術大学 音楽学部等における学術論文執筆のための著作権ガイド

ライン」を定め、特に音楽学部等での論文執筆に際して、著作権法のいかなる点に留意する

必要があるかについての一般的指針を示している。 

 
背景 
・インターネットの本格的な普及に伴い、諸活動における著作権法をはじめとする知的財産権

の重要性が急速に高まってきている 
目的 
・著作権法の正しい理解の元に、法の定めを遵守し、また必要以上の創作活動の萎縮がなされ

ず、本学構成員の一人一人が、自由な音楽文化の発展に貢献していく 
内容 

１：著作権法の基本構造 
２：利用許諾と権利制限 
３：引用による利用 
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４：その他の留意事項 

 

 
東京藝術大学 音楽学部等における学術論文執筆のための著作権ガイドライン 
https://www.geidai.ac.jp/wp-
content/uploads/2017/06/a2aa8a0f4c2bd3536b565c41a1c73930.pdf 

 

（５）その他研究公正の推進に向けた取組 
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大学院生が博士論文や学術論文を取りまとめるため、大学院音楽研究科において「芸術実

践領域（実技系）学位論文作成マニュアル」において、学術論文を作成する際に求められる、

学術的な信頼性、研究資料、文献参照、引用、注などをマニュアルとしてとりまとめている。 
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５ 電気通信大学 

 

 

（１）研究倫理教育の体制 

 

 大学全体の「理念」、創立１００周年に向けた具体的な行動指針としての「ＵＥＣビジョ

ン２０１８」を策定しており、また、第３期中期目標・中期計画及び各年度計画において、

以下のとおり機関全体としての倫理意識醸成のための計画を定めている。これらの計画を

踏まえて、全学的な組織体制の下で、研究倫理教育など研究倫理意識を醸成するための取組

を進めている。関連する記載は以下のとおり。 

  

 ○本学の理念における記述（抜粋） 

  ＜理念２－２＞高い倫理観、コミュニケーション能力、判断力を持つ指導的な研究者・技術

者を育成します。 

 

 ○ＵＥＣビジョン２０１８における記述（抜粋） 

  ２．国際標準を満たす基礎学力の上に、国際性と倫理観を備え、実践力に富む人材を育てま

す（教育方針） 

  ５．経営の開放性と透明性を高め、学生や職員相互の信頼と士気が高く、社会に信頼される

大学を目指します（組織・経営・運営） 

（６）コンプライアンスを推進し社会的信頼性を高めます 

 

 ○中期目標における記述（抜粋） 

会計経理の信頼性の確保、情報セキュリティ、研究における不正行為・研究費の不正使用の

防止など、法令等に基づき対応して社会的使命を果たすよう、コンプライアンスを徹底す

る。 

 

 ○中期計画における記述（抜粋） 

・ＩＣＴを活用した教育環境を整備するため、e ラーニングやアクティブラーニングを実施

する施設・設備を整備するとともに、電子化の進んだ学術情報の利用支援体制を構築するた

め、図書館の使い方や電子ジャーナルの効率的な利用及び研究倫理などを指導する情報リ

テラシー教育を実施する。 

・研究における不正行為、研究費の不正使用を未然に防止するため、「研究活動における不

正行為への対応等に関するガイドライン」や「研究機関における公的研究費の管理・監査の

ガイドライン」を踏まえ、全教職員に対する倫理教育及び啓発活動、組織の管理体制の検証、

不正防止のための取り組みを徹底する。 

 

 ○Ｈ29 年度計画における記述（抜粋） 

・研究不正を未然に防止するための全学的かつ組織的な取組を実施する。 

 

 

（２）研究者等に対する研究倫理教育 

 

 研究者等に対して機関全体として実施している研究倫理教育については、以下のような
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研究倫理教育を実施している。 

 

（１）CITI Japan e-learning プログラム 

本学における研究倫理教育のコアプログラムであり、本学において研究活動を行うすべ

ての者に履修を義務づけている。 

（２）啓発パンフレット「不正行為対策ガイドライン～電気通信大学で研究活動を行うすべての

人に～」（和文・英文）の作成・配布・ＨＰへの掲載 

（３）学内研修会・説明会等の開催 

   主催はすべて大学であり、様々な機会をとらえて、倫理意識の高揚を図っている。 

   ・研究倫理に係る不正防止ガイドライン研修会（Ｈ27.2.23・2.26・3.18） 

   ・CITI Japan e-learning 受講説明会（Ｈ27.4.28） 

   ・科学研究費補助金等説明会（毎年 9月開催） 

   ・新任教員説明会（毎年 4月開催） 

   ・日本学術振興会特別研究員学内説明会（毎年 4 月開催） 

   ・その他 

 

新ガイドラインの施行を踏まえて、拡大役員会の下にＷＧを設置し検討の結果、CITI 

Japan e-learning プログラムを中心とする倫理教育システムを導入することとした。 

研究倫理教育の履修管理については、CITI Japan e-learning プログラムは、理解度チェ

ックとして、各教材のクイズに全体の平均 80％を正解すると修了となり、80％に満たない

場合は点数の低かった受講科目を見直し、修了まで繰り返し受講するシステムとなってい

る。受講者の修了状況は、システム管理者（事務担当：研究推進課）が一元的に把握してお

り、研究倫理教育責任者を通じて、適宜未履修者への督促等を行っている。 

 

 

（３）学生に対する研究倫理教育 

 

学生及び大学院生に実施している研究倫理教育については、以下のような研究倫理教育

を実施している。 

学部教育委員会及び研究科教育委員会では、拡大役員会での決定を踏まえて、学生の CITI 

Japan e-learning プログラム履修や、学位論文審査における「剽窃検知・独自性検証ツー

ル iThenticate」の組織的活用の具体的実施細目について検討し実施している。 

 

（１）CITI Japan e-learning プログラム 

本学における研究倫理教育のコアプログラムであり、卒業研究着手要件を満たした学部

４年生以上の学生すべてに履修を義務づけている。 

 

（２）啓発パンフレット「不正行為対策ガイドライン～電気通信大学で研究活動を行うすべての

人に～」（和文・英文）の作成・配布・ＨＰへの掲載 
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啓発パンフレット 
 和文 http://kenkyo.office.uec.ac.jp/gakunai/fusei/leaflet_JP2.pdf 
 英文 http://kenkyo.office.uec.ac.jp/gakunai/fusei/leaflet_EP.pdf 

 

 
 

（３）学内研修会・説明会等の開催 

・新入生オリエンテーション（毎年４月開催） 

・CITI Japan e-learning 受講説明会（毎年６月・11 月開催） 

   ・日本学術振興会特別研究員学内説明会（毎年４月開催） 

   ・その他 

 

（４）倫理教育関連授業科目 

学生に対する倫理意識の涵養に繋がる授業科目を開設している。 
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① 基礎科学実験Ａ・Ｂ 

科目区分：実践教育科目 初年次導入科目 

開講学年：１年次（必修、実験） 

担当教員（学内・学外の別）：学内 

主な内容：実験ノート・レポートの書き方、基本的な心構え（盗用・剽窃不可）など 

教材：教科書、実験ノートなど 

 

② コンピュータリテラシー 

科目区分：実践教育科目 初年次導入科目 

開講学年：１年次（必修、講義） 

担当教員（学内・学外の別）：学内 

主な内容：情報倫理、情報セキュリティの理解（著作権や剽窃への理解を含む） 

教材：テキストを学習管理システムで公開 

 

③ キャリア教育リーダー 

科目区分：実践教育科目 倫理・キャリア教育科目 

開講学年：３年次（選択必修、講義） 

担当教員（学内・学外の別）：学内 

主な内容：学生として守るべき規範、コンプライアンスとリーダーシップ、データの改

ざん、剽窃盗用など 

教材：必要に応じて資料の配布、参考文献の指示を行う 

 

④ 技術者倫理 

科目区分：実践教育科目 倫理・キャリア教育科目 

開講学年：３・４年次（選択必修、講義） 

担当教員（学内・学外の別）：学外 

主な内容：技術者が対面する倫理的な問題に対処できる知識の修得とスキルの向上 

教材：参考図書 

 

⑤ 知的財産権 

科目区分：実践教育科目 倫理・キャリア教育科目 

開講学年：３・４年次（選択必修、講義） 

担当教員（学内・学外の別）：学内 

主な内容：技術者として最低限必要となる知的財産権に関する基本的な考え方 

教材：参考図書 

 

⑥ 技術者と安全・環境・倫理 

科目区分：大学院基礎教育科目 

開講学年：Ｍ、Ｄ全学年（選択、講義） 

担当教員（学内・学外の別）：学外 

主な内容：技術者倫理、安全・環境・倫理に関連した事例研究 

教材：教科書 

 

また、教育における研究倫理教育の位置付けについては、学域及び大学院のディプロマポ

リシーを以下のとおり定めている。 

 

○学域 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）（抜粋） 

  （２）科学者・技術者としての倫理観および社会性・国際性 
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     科学者・技術者として、グローバル化した科学・技術のもたらす人間・社会・環境へ

の影響の重要性を理解することができる。 

     科学・技術と国際社会・環境との関わり方を意識し、高い倫理観を持って行動できる。 

 

○大学院学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

 ・博士前期課程 

   ２．科学者・技術者としての倫理意識および人間性・国際性 

     科学者・技術者として、グローバル化した科学・技術のもたらす人間・社会・環境へ

の影響について深く理解し、多様な文化や価値観を理解できる国際性を身につけている。 

     先端の科学・技術と国際社会・環境との関わり方を意識し、高い倫理観をもって能動

的に行動することができる。 

 ・博士後期課程 

   ２．科学者・技術者としての倫理意識および人間性・国際性 

     科学者・技術者として、グローバル化した科学・技術のもたらす人間・社会・環境へ

の影響について深く理解し、多様な文化や価値観を理解できる国際性を身につけ、国際

社会に貢献できる。 

     先端の科学・技術と国際社会・環境との関わり方を意識し、高い倫理観と責任感を持

って自立して行動することができる。 

 

 

（４）一定期間の研究データの保存及び開示 

 

 保存を義務付けている研究データの範囲、研究データの種類別の保存期間や保存方法に

ついては、「電気通信大学における研究活動に係る不正行為の防止等に関する規程」におい

て以下のように規定している。 

 

＜第３条（遵守事項）第３項＞ 

  「職員等は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を

担保するため、実験・観察記録ノート、実験データその他の研究資料等を研究成果の発表か

ら別表第一に掲げる期間適切に保管・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合に

は、これを開示しなければならない。」 

 ＜別表１＞ 

   ・実験・観察記録ノート、実験データなどの研究資料 １０年 

   ・試料・標本などの有体物              ５年 

     注）相当の理由がある場合は、期間についてはこの限りでない。 

 

 

 また、啓発パンフレットに「実験データの保存・開示等の必要性」を明記するとともに、

誓約書の徴取、Ｗｅｂ及び全学メールでの注意喚起を行っている。 
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研究倫理に関する誓約書 
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研究データの保存・廃棄については、規程に基づき、第一義的に研究者が責任をもって判

断、対応することとしている。研究データの多くは電子データ化し保存されており、さほど

多くのスペースを必要としないため、保管場所等について大学としては特段の措置は行っ

ていない。なお、特許出願の際の根拠となるデータについては、産学官連携センター知的財

産部門において一元的に管理をしている。 

 

 転職又は退職する研究者が保有する研究データの保存については、規程における、研究デ

ータの保存等に関する規定は、日本学術会議の「科学研究における健全性の向上について

（平成 27年 3月）」における「2（2）⑤研究資料等の保存に関するガイドライン」の趣旨を

踏まえてのものであり、転出・退職等の場合の取扱いもこれに準じて取り扱うこととしてい

る。 

 

 規程上の保存期間を超えたデータの取扱いについては、基本的に各研究者に委ねられて

いる。実験データ（電子データ）については、保存のためのサーバー等に保存できるものは、

引き続き保存しているケースが多い。装置については、永久保存することは困難であるが、

その設計図や写真を保存して、実験の再現性を担保する例もある。 

 

実験装置については、研究の進展に従って装置自体が改良されていくため、当時の現物は

存在しないが、装置の一部分ユニットの開発の場合は、旧ユニットを取り外して保管してい

るので、戻せば旧システムで実験が再現できる。一方で大きくシステムを変更する場合には、

以前の装置は参考システムとしてデモンストレーションできるように動態保存しつつ、数

年間存続させ、その後研究テーマの撤廃などがあれば、解体処分、部品再利用となる。 

装置の永久保存は困難であるが、装置の設計図や、装置の写真は保存しているので、実験

装置を再現させて再実験することは可能である。 

 

 

（５）その他研究公正の推進に向けた取組 

 

 研究不正防止委員会については、常設の拡大役員会メンバーで構成しており、これは、大

学の特徴を活かしたガバナンスとして、部局長等を含めた拡大役員会を設置し、学内運営の

中核と位置付けている。 

 研究不正に限らず、コンプライアンス全般について、組織のトップの意識・姿勢が構成員

全員に大きな影響を与えるとの認識に立ち、学長を「最高管理責任者」として位置付け、そ

のリーダーシップに基づき取組を実行できる組織体制としている。 
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６ 横浜国立大学 

 

 

（１）研究倫理教育の体制 

 

ガイドラインを踏まえた研究倫理教育については、横浜国立大学では、「国立大学法人横

浜国立大学における研究倫理教育実施計画と研究倫理教育実施具体策」を策定するととも

に、「国立大学法人横浜国立大学における公正な研究活動の確保等に関する規則第 7 条」に

おいて各部局長を研究倫理教育責任者と定め、大学の研究者及び学生に対し研究倫理教育

を毎年実施している。 

 

公正な研究活動を確保するための教育・啓発活動の企画立案については、研究推進機構

（理事（研究・評価担当）が機構長）において大学として戦略的に取り組んでいる。内容に

ついては、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」を基に、大学で

行うべき研究倫理教育を検討し、平成 27年 3 月に「国立大学法人横浜国立大学における公

正な研究活動の確保等に関する規則」の改正、「国立大学法人横浜国立大学における研究倫

理教育実施計画と研究倫理教育実施具体策」を整備したところである。また、研究推進機構

において研究戦略部門に研究支援室を設置し、「公正研究等の啓発活動と支援に関すること」

を業務として位置づけている。 

 

大学全体の実施計画や役割分担については、「国立大学法人横浜国立大学における公正な

研究活動の確保等に関する規則」及び「国立大学法人横浜国立大学における研究倫理教育実

施計画と研究倫理教育実施具体策」に基づき、学長、公正研究総括責任者（学長が指名する

理事）及び研究倫理教育責任者（部局長）の責任や役割の分担を定め、「学内の責任体制の

明確化」、「不正行為を抑止する環境整備」の研究倫理教育を実施している。 

 

【学長】 

・本学の公正な研究活動の確保及び研究上の不正行為への対応について最高管理責任を負う。 

 

【公正研究総括責任者（学長が指名する理事）】 

・本学における公正な研究活動の確保及び研究上の不正行為の防止に関する事項を総括する。 

・「研究倫理教育計画」を実施するとともに、「研究倫理教育具体策」を策定し実施する。 

 

【学術研究部会】 

・公正な研究活動を確保するための教育・啓発活動の企画立案を行う。 

・不正行為が生じ、又は生じているおそれがある場合の調査等 

・その他公正な研究活動の確保及び研究上の不正行為の防止を図るために必要な活動を行う。 

 

【研究倫理教育責任者（部局長）】 

・各部局に所属する研究者及び学生に対し、公正な研究活動を確保するための研究倫理教育を定
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期的に実施する。 

・「研究倫理教育計画」及び「研究倫理教育具体策」を毎年度実施するとともに、研究倫理教育

実施計画等実施状況報告書を翌年度の 4 月 30 日までに公正研究総括責任者へ提出する。 

 

【研究者】 

・研究倫理についての認識・意識を深める。 

 

【研究倫理教育の実施等に関する計画及び研究倫理教育実施具体策】 

1. 学内の責任体制の明確化 

研究倫理教育実施計画 研究倫理教育実施具体策 

◎ 毎年度始めに、研究者らに研究倫理の体制

を周知し、適宜必要な研究倫理教育を実施し、

不正行為の予防に努める。 

 

 

◎ 研究倫理教育責任者の交代後も、後任者に

責任・権限について十分認識させる。 

 

 

◎ 本学の研究倫理教育実施計画及び研究倫

理教育実施具体策並びに行動規範について、

認識の向上を図る。 

 

 

 

◎ 広く研究活動に関わる者を対象に定期的

に研究倫理教育を実施し、本学に所属する研

究者に対してはその内容の理解に関する誓約

書を提出させ、意識向上を図る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 研究データなど研究に用いた資料（あるい

は試料）の適切かつ実効的な運用を行う。 

【研究倫理教育責任者】 

○ 毎年度、最初の教授会等で研究倫理の体

制を周知する。また、研究倫理教育を初めて

受ける研究者等へ適切に教育を実施する。 

 

【研究倫理教育責任者】 

○ 研究倫理教育責任者の交代時には、十分

な引継ぎを実施する。 

 

【研究倫理教育責任者】 

○ 研究倫理教育責任者は、研究倫理教育実

施計画及び研究倫理教育実施具体策並びに

行動規範についてリーフレット等で周知徹

底し、研究者の認識の向上を図る。 

 

【研究倫理教育責任者】 

○ 研究倫理教育責任者は、研究者及び学生

に公正な研究活動に関する基本的事項を理

解させ、意識を向上させるため、研究推進機

構等が提供する教材による教育を実施する。 

 

【研究者】 

○ 研究者は、本学の規則や所属する学会の

指針等、研究ルールを遵守し公正に研究活動

すること等について意識向上を図るため、研

究推進機構等が提供する教材による教育を

受講し、別紙「公正な研究活動に関する誓約

書」を研究倫理教育責任者に提出する。また、

研究倫理教育責任者は、本誓約書の適正な管

理を行う。 

 

【研究倫理教育責任者】 

○ 研究倫理教育責任者は、研究者等に対し

て研究データなど研究に用いた資料（あるい

は試料）の管理・保存を適切に行うよう周知

する。 

 

大学における研究倫理教育の履修管理については、「科学の健全な発展のために－誠実な

科学者の心得－」での個人学修の上、研究倫理教育実施後に全ての研究者から「公正な研究
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活動に関する誓約書」を研究倫理教育責任者に提出すること、また、研究倫理教育責任者は

「研究倫理教育実施計画等実施状況報告書」を公正研究総括責任者へ毎年度提出すること

で、研究倫理教育の履修管理に努めている。 

研究倫理教育の実施にあたっては、研究倫理教育責任者（研究担当理事）から研究倫理教

育責任者（部局長）への公文書による通知に加えて、研究担当理事が議長となり部局長が構

成員となっている研究推進機構運営会議において、研究倫理教育の説明を行うことにより

実施の徹底を図っており、常勤教員の受講率 100％を達成している。 

 

公正な研究活動の推進に関する誓約書 

 

 

（２）研究者等に対する研究倫理教育 

 

研究倫理教育の学修内容については、公正研究総括責任者は、新任研究者を対象とした研

修会において、大学の研究についての概要を説明するとともに、研究活動に関する倫理教育

を実施している。研究倫理教育責任者は、教授会等で研究倫理の体制や公正な研究活動に関

する基本的事項の理解・意識を向上させるため、研究推進機構等が提供する教材による教育

を実施している。また、研究推進機構の URA（University Research Administrator）は、

部局からの要請に基づき部局教授会において、研究倫理教育として大学の体制、不正行為の

例及び予防策を周知している。教材としては、以下を活用している。 
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・「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－（日本学術振興会）」 

・「横浜国立大学における研究活動行動規範」 

・「横浜国立大学研究者の作法」 

・横浜国立大学「研究の心得（理系版・文系版）」 

 

 

 

「研究者の作法」URL：http://www.ynu.ac.jp/education/research/fair/keep.html 

 

 実施頻度と実施形式については、公正研究総括責任者及び研究倫理教育責任者が実施し

ている研究倫理教育を年に１回以上を行っている。また、個人学修のため、「科学の健全な

発展のために－誠実な科学者の心得－」を平成 27年度に全教員に配付した。なお、平成 28

年度以降は、新規採用研究者に対して、その都度配付の上、実施している。研究倫理教育責

任者が実施している研究倫理教育は、教授会等での講義形式で行っている。 

 

 

（３）学生に対する研究倫理教育 

 

 学生及び大学院生について、学部・研究科等として実施している研究倫理教育については、
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「国立大学法人横浜国立大学における研究倫理教育実施計画と研究倫理教育実施具体策」

により、研究倫理教育責任者は、研究者及び学生に公正な研究活動に関する基本的事項の理

解・意識を向上させるため、研究推進機構等が提供する教材による教育を実施している。研

究倫理教育の実施については、教育担当部局との連携が重要であるため、学部学生や大学院

生を対象とした研究倫理教育の教材「研究の心得」を作成するにあたっては、各部局からの

意見を聴取する場を設けるなど、各部局の特性を網羅した内容とし、理工系学部 4 年生・大

学院生対象（和文・英文）、文系大学院生対象（和文・英文）の 4冊を作成したところであ

る。  

 

  

 

研究の心得（文系、理工系） 

 

文系については、大学院生を対象に、研究倫理に関する一般的な事項から研究生活につい

ての心構えなどをまとめたパンフレット「研究の心得（文系版）」をオリエンテーション時

に配付し、個人学修による研究不正防止及び研究者倫理について意識の向上を図っている。 

理系については、学部 4年生及び大学院生を対象に、研究倫理に関する一般的な事項から

研究生活についての心構え及び研究ノートの重要性などをまとめたパンフレット「研究の

心得（理系版）」をオリエンテーション時に配付し、個人学修による研究不正防止及び研究

者倫理について意識の向上を図っている。このほか、研究者が提出する「公正な研究活動に
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関する誓約書」の項目に「本学の教員は、本学の学生が公正な研究活動を行うよう周知・指

導し、十分理解させるようにつとめること。」を設定し、研究者においても学生に対し研究

倫理教育を行っている。 

 

 

（４）一定期間の研究データの保存及び開示 

 

保存を義務付けている研究データの範囲、研究データの種類別の保存期間や保存方法に

ついては、国立大学法人横浜国立大学における公正な研究活動の確保等に関する規則第 8条

において「各研究者は、論文等公表（予定も含む。）した研究成果の作成に係る研究データ

を 5 年間保存するものとする。」と定めている。論文等公表（予定も含む。）した研究成果の

作成に係る研究データは 5 年保存するが、5年を超える研究データについては、各研究者が

保存対象の研究データと廃棄する研究データを選別している。 

保存期間を 5 年としたのは、一つのキャンパスに文系と理系の学部、大学院が存在してお

り、各研究者の研究内容、研究方法や研究活動が多種多様であるため、全研究者を対象に研

究成果物毎の保存期間を決めるのは困難であるからである。さらに、研究者によって研究

室・実験室を共同で使用している例もあり、保管できるスペースは限られていることから、

現状を踏まえ妥当と判断したものである。 

 

転出又は退職する研究者が保有する研究データの保存については、研究者の判断で研究

データの保存を行っている。また、知的財産権が発生する研究データについては、「国立大

学法人横浜国立大学研究成果有体物取扱規則」において、「本学において得られた成果有体

物は、契約その他に特段の定めがない限り、本学に帰属する。」また、「異動又は離職後 2年

間、在職中に本学において知り得た成果有体物に関して、室長の書面による承認を得ずに、

公表又は開示してはならない。」と定めている。 

 

 

（５）その他研究公正の推進に向けた取組 

 

平成 29 年度に「博士論文の適切な作成指針について」を策定し、大学院生が博士学位論

文を執筆し提出する際に、特に留意すべき点として、大学院生の研究者倫理（科学者の行動

規範）、適正な引用及び二重投稿やオーサーシップ（authorship）の取扱等をまとめるとと

もに、学術論文等剽窃検出のためのソフトウエア iThenticate（アイセンティケイト）を導

入し、指導研究者等の指示のもと活用することで、公正な研究活動の確保に努めている。 

 

「博士論文の適切な作成指針について」URL: 
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http://www.ynu.ac.jp/education/plan/dissertation.html 
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７ 金沢大学 

 

 

（１）研究倫理教育の体制 

 

ガイドラインを踏まえた研究倫理教育については、金沢大学研究活動不正行為等防止規

程に基づき、大学における研究活動の不正防止及び対応に関する最高管理責任者を学長、研

究不正防止責任者を研究担当理事とし、研究活動上の不正行為の防止等について総括する

とともに、研究倫理教育を推進するものと定めている。また、各部局には研究倫理教育責任

者を置き、部局の長をもって充て、当該部局に所属する研究活動に従事する者を対象に定期

的に研究者等に求められる倫理規範の修得等をさせるための教育（「研究倫理教育」）を実施

するとともに、当該部局における研究活動上の不正行為の防止等に関し統括する体制を整

備・実施している。 

 

 研究倫理教育の実施計画については、平成２８年度からの第３期中期目標期間では、第２

期において整備した研究活動における不正を未然に防止する体制により、不正行為防止に

係る周知徹底を更に強化することを策定し、年度計画では、大学の研究者は倫理研修受講率

を100％としており、平成29年12月時点で研究者倫理研修の受講率100％を達成している。

大学における倫理研修は、CITI-Japan による e-learning により、責任ある研究行為（RCR）

等のカリキュラム単元を受講・修了することと定め、研究者の受講修了を必須としている。 

 

 各部局では、研究倫理教育責任者である部局長が、大学の基幹会議である研究企画会議にて情

報提供・周知された研究倫理教育について、所属する研究者等に倫理研修（CITI－Japan）の受

講や研究活動上の不正行為の防止等に関して、部局の教授会（代議員会等）で呼びかけを行い、

周知に努めている。 
 
 研究倫理教育の履修管理については、全学の研究者の CITI-Japan の e-learning の受講状況

を定期的に把握・情報更新し、大学の基幹会議である研究企画会議にて部局別の修了率等を所属

部局長にも報告し、その状況を共有することで、部局における研究倫理教育の意識改善に取り組

んでいる。 
 
 
（２）研究者等に対する研究倫理教育 

 
研究者等に機関として実施している研究倫理教育については、財務担当部局と連携し、研

究費不正に関する研修と併せて定期的に実施することなどにより、効果的に実施をしてい

52



 
 

る。 

 

①新任教員説明会 
目的：新任教員を主な対象として、金沢大学の到達目標、現状及び課題等を説明し、大学運営

についての理解を深める。その中で、研究担当理事が研究活動に際しての留意事項として研

究不正について関する体制等を解説。 
主催：学生部学務課 年１回開催 
学修内容：①大学の研究不正防止体制、不正行為の事例及び対策、研究費制度等 
 

②科研費獲得に向けた学内支援制度等説明会 
目的：科研費の獲得に関する情報提供。研究活動における遵守事項として研究不正に関する体

制等を解説。 
主催：研究推進部研究推進課 年１回開催（学内３か所を異なる日に開催） 
学修内容：大学の研究不正防止体制、不正行為の事例及び対策、研究費制度等 

 
③「本学が経理する全ての経費の適正な執行」及び「公正な研究活動」に関する研修会 

目的：研究費等の執行にあたって守るべき事項や研究活動の不正行為が起こらない環境形成

のための遵守事項を周知徹底する。 
主催：財務部・研究推進部 
学修内容：大学の研究不正防止体制、ガイドライン概要、不正行為の事例及び対策、学内規程

（研究不正防止）、研究者行動規範 
 

 

（３）学生に対する研究倫理教育 

 

学生について実施している研究倫理教育については、学士課程（共通教育科目）において

は、初年次必修科目として「初学者ゼミⅠ」を開講し、学類毎に複数の教員が講義担当し、

科学者としての心得、科学的データの取扱い、引用と盗用、実験ノートのなど、分野の特徴

を踏まえ、研究倫理教育に関連する内容についても指導している。 
理系基礎科目では、物理学実験、化学実験、地学実験及び生物学実験においては、機器の

原理と取扱い、データ処理の方法・まとめ方、危険物・劇薬試薬の取扱い、廃棄物処理の方

法等を取り上げている。 
専門教育においても、例えば、経済学類では文献・資料検索の方法とその適切な引用の仕

方、典拠の示し方、およびインターネット上の倫理に関する記述を含む「経済学初学者のた

めの学習ガイド」を作成し全学生に配布し、卒業論文指導に活用している。他の学類におい

ても卒業論文・卒業研究の指導過程において、指導担当教員が論文の作成方法や研究の進め

方を実情に応じて具体的に指導している。 
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経済学初学者のための学習ガイド 

 
 大学院では、教育における研究倫理教育の位置付け等については、グローバル人材を育成

するために、大学院課程＜グローバル＞スタンダードを設定しており、その中において、「強

固なグローバルマインドと明確な倫理的思考」の観点から、創造的な視点と粘り強い交渉力、

強い統率力と確かな実践力をもって、人類の未来を切り拓く使命に果敢に挑戦する高度専

門人材を育成すると位置付けており、その一環として大学院課程では大学院 GS 科目とし

て、研究者倫理に関する科目を必修としている。 
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KUGS パンフレット 

https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2016/11/KUGS.pdf 
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大学院課程のうち、大学院修士（博士前期）課程においては、本年度から専門職大学院を

除く全研究科において大学院 GS 科目「研究者倫理」を開設し、必須科目としている。講義

は、e-Learning と同一の講師による学生による議論、発言主体のアクティブラーニングに

より行われている。大学院博士（博士後期）課程においては、本年度から専門職大学院を除

く全研究科において大学院 GS 科目「研究者として自立するために」を開設し、必修科目と

している。講義は、e-Learning と各研究科の教員による講義、討論が行われる。 

 

 

大学院 GS科目 
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 このほか、倫理教育に関連するものとして、学士・大学院共通で、人を対象とする医学系

研究や動物実験、遺伝子組み換え実験等を学生が行う場合の倫理面での研修については、教

員と同様の研修を受けることを求めている。 
 

 

（４）一定期間の研究データの保存及び開示 

 

保存を義務付けている研究データの範囲、研究データの種類別の保存期間や保存方法に

ついては、「金沢大学研究活動不正行為等防止規程」第 8条に以下のとおり定めている。 

 

(研究データ等の保存・開示) 
第 8 条 本学研究者は、研究によって生じた生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬等の

研究データ等を研究が終了若しくは中止したとき又は研究に基づく論文等が公表されたとき

のいずれか遅い時期から、電子データ及び実験・観察ノートは 10 年間、その他の研究データ

等は 5 年間、善良なる管理者の注意義務をもって保存し、開示の必要性及び相当性が認めら

れる場合は、これを開示しなければならない。 
 

保存対象の研究データと廃棄する研究データの区分については、研究室や研究者の判断

で実施している。また、転出又は退職する研究者が保有する研究データの保存については、

研究室や研究者の判断で実施している。 

 

 

（５）その他研究公正の推進に向けた取組 

 

＜機関全体としての取組＞ 

大学 Web サイト内の研究支援（研究推進部）ページに、「研究倫理」カテゴリとして「本

学における研究活動の不正行為への対応」という学内外からアクセス可能なページを設置

し、ガイドラインや「金沢大学研究者行動規範」、関係規程、通報窓口の宛先等の情報を集

約して掲載、公正な研究活動に関する情報提供と周知に努めている。 

 

 研究者が研究活動において遵守すべき行動規範として「金沢大学研究者行動規範」を定め、

研究活動について、「研究者は自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程にお

いて、常に誠実に行動する。研究・調査データの記録保存や厳正な取扱を徹底し、ねつ造、

改ざん、盗用等の不正行為を行わず、またそれらに加担しない。」としている。 

 

＜部局等・研究室における取組＞ 

平成 27 年 4 月から「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」が施行され、「研究者
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等は、研究の実施に先立ち、研究に関する倫理並びに当該研究の実施に必要な知識及び技術

に関する教育・研修を受けなければならない。また、研究期間中も適宜(少なくとも年に 1

回程度)継続して、教育・研修を受けなければならない。」とされていることに基づき、部局

で研究倫理も含めた講習会の開催を実施している。 

例えば、附属病院では初期研修（ICR 臨床研究入門の「臨床研究の基礎知識講座」）の受

講のほか、継続研修として、先端医療開発センターが主催する又は病院長若しくは同センタ

ーが認定する講習会を年に１回以上受講することを義務付けており、講習会は年に１０回

程計画・受講機会を提供している。 
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８ 岐阜大学 

 

 

（１）研究倫理教育の体制 

 

 研究倫理教育等の研究倫理意識の醸成については、「岐阜大学研究行動規範」において倫

理的な判断と行動を定めている。 

責任については、「自らが生み出す専門的知識や技術の質を担保する責任と新たな知見を

創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するという責任

を有する」ものとしている。行動については、「自主・自律的な行動は、長年の信頼の上に

成り立っていることを自覚し、社会の期待を裏切らないようにする。そのためには、自己の

研鑽に努めると共に、社会の声に謙虚に耳を傾け、誠実な態度で意見を交える。また、法令

及び学内規則等を遵守し、常に最善の判断と姿勢を示すように弛まず努力する」ものとして

いる。 

さらに、研究活動については、「質の高い教育は、優れた研究活動の成果から派生するこ

とを認識し、正確で公正な研究計画を自ら立案し、研究成果を論文などで公表することで、

社会の認知を得るとともに、その責任を負わなければならない。経費の適正な使用と研究・

調査データの厳正な取扱を徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を為さず、また加

担しない。」ことを宣言している。 

 

 ガイドラインを踏まえた、研究倫理教育については、ガイドラインに沿った規程の改正を

行い、「岐阜大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程」の研究者の責務と

して研究倫理教育を義務化している。 

 

 研究者に対しては、研究倫理意識を醸成していくため、毎年、公正研究推進室の会議にお

いて、研究倫理教育の実施について協議し、公正研究推進室長（統括管理責任者）から各部

局の長（研究倫理教育責任者）に教育の実施について通知を行っている。 

 

 研究倫理教育の履修管理については、CITI Japan e-learning の教材による研究倫理教育

を行っており、80％以上の理解度で修了となっており、公正研究推進室会議において、毎年、

受講状況、教材及び受講単元を確認している。 

 

 

（２）研究者等に対する研究倫理教育 

 

研究者倫理に関する知識を定着、更新させるため、公正研究推進室長が主催者として、各
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部局等において研究者等に対する研究倫理教育を実施している。CITI Japan e-learning の

学修内容としては、①責任ある研究行為について、②研究における不正行為、③データの扱

い、④共同研究のルール、⑤利益相反、⑥オーサーシップ、⑦盗用、⑧公的研究資金の取扱

い となっている。定期的（3年毎）に受講することとしている。 

 

 

（３）学生に対する研究倫理教育 

 

学生及び大学院生の研究倫理教育については、機関として、卒論前に研究倫理に対する意

識を高めるため、日本学術振興会編集の「科学の健全な発展のために」を一読させている。

このほか、学部・研究科等で実施している研究倫理教育として、以下のような事例がある。 

 

【学部】 

・初年次セミナー： 

大学生活の過ごし方から学習の方法まで、岐阜大学に入学して卒業までに必要とする

様々な事柄について学習する。全ての勉学の基本となる日本語について、自学自習を基本

とする少人数指導による学習を行う。さらに、日本語の運用、科学レポートの作成、受講

の方法について、課題の解答を通じて学ぶ。また、教員から今話題となっている研究につ

いて、身近な先輩から大学での勉強のあり方、大学と高校の違い、将来への展望等につい

て、さらに大学院に在籍する留学生から日本を取り巻く様々な国々に関する情報を得る

機会を設ける。他に、学習・生活支援、メンタルヘルス、災害対策、図書館の利用法等、

大学生活で必要な事がらを学ぶ。（対象：1年生） 

 〔学修内容〕レポート・論文作成の方法 
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  平成 29 年度岐阜大学・学生生活ガイド（2017 CUMPUS GUIDE） 

https://www.gifu-u.ac.jp/campus_life/student/campusguide.html 

 

 

・ゼミ等（原則週一回）： 

研究倫理については、ゼミ等を通じて周知している。ゼミで実験データの紹介と議論を

行う過程で、元データの確認を行うとともに、実験ノートの作り方を共有している。実験

ノートは、卒業時に研究室で保管することを明確に説明している。 

 

・集中講義： 

医学部学部学生に対し、研究倫理教育を実施するため、テュートリアル選択配属の中間

期に、その具体的な体験と結びつける形で集中講義として受講させている。（医学科 2 年

生） 

 〔学修内容〕研究者の行動規範、利益とリスクの均衡、利益相反、研究不正、共同研究 

 

・獣医倫理学： 

獣医療は、動物の疾病の治療ならびに動物の健康の維持・増進を図ることにより、人の

健康で文化的な生活の確保と福祉に寄与すものである。適切な獣医療の提供を行うため

には、獣医師として専門知識や技術の習得だけでなく、高い倫理観と見識の涵養が求めら
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れる。本講義では、獣医師としての使命と倫理観のありようについて講述する。（対象：

獣医学科６年生） 

 〔学修内容〕獣医師の職務と社会との関わり、我が国における獣医倫理規範、動物愛護法

と動物福祉、安楽殺問題、獣医療と医療過誤 

 

・倫理学(生命倫理学)： 

近年、テレビや新聞では遺伝子や臓器移植、生殖医療や安楽死、再生医療など、生命倫

理に関連した話題に事欠かない状況になりつつある。どれも生老病死の歴史を通じて誰

もが人生のどこかで関わってくる問題であり、本授業の内容はその時の倫理的基準を与

える。授業は基礎知識編(第 1～第 4回)、具体的テーマ編(第 5～第 8回)、広範囲な展開

編(第 9～第 14回)のおおむね 3つに区分される。第 15回は主に理解度認定である。内容

は医療・看護をはじめ生命科学全般、哲学や心理学、社会学など広範囲な分野と関わりを

持つ。具体的テーマ編では生老病死に関わるやや生々しい話題にも触れることになるが、

現代の真実の姿でもあり、真摯に受け止めて頂くことを期待したい。全体の内容を通じて、

生命倫理学がいかに現代の問題と深く関わっているかが理解できる。（対象：1年生） 

 〔学修内容〕生命倫理学の歴史や基本的方法の理解、法律との関係に対する理解、問題の

読み取り能力(リテラシー)、課題解決能力 

 

【大学院（生命科学系）】 

・研究科が提供する授業等（CITI Japan、全 1 年生を対象とする特別講義：論文の作成方

法、研究の進め方、研究者倫理） 

 

・学際領域特別講義における研究者倫理及び微生物・遺伝子組み換え実験に関する講義（学

際領域特別講義：研究者倫理、各種規程(学内外) ）（1年生と 2年生の必須科目） 

 

・医学一般に対する生命倫理に関して基礎的知識等を講義するとともに、医療事故・医事紛

争等の諸問題についても解説。また、遺伝子操作や臓器再生等の新たな医学・医療につい

ては、歴史的な生命倫理を踏まえて新たなパラダイムから概説。 

 
〔学修内容〕 

１．医療における医師の義務、患者の権利、医師と患者の関係 
２．医療の社会性 
３．「生命の神聖」と「生命の質」の媒介的・重層的関係 
４．医療における「公」と「個」の関係 
５．最新の不妊治療・臓器移植の生命倫理的諸問題 
６．医療の倫理と医学の倫理の違い 
７．医学研究と生命倫理 

 

 

【大学院（文系）】 
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・専門職大学院である教職大学院の教育目的は、学校現場の教育課題を研究開発することを

通じたスクールリーダー（高度教育専門職）養成である。そのカリキュラムには、開発実

践報告（学校現場の教育課程を取り上げて、実践的に研究開発する）があり、現職教員学

生や学部卒学生が学校現場における実践教育を行っている。このため、大学の指導教員お

よび学生はもちろんのこと、学校、教育委員会関係者が研究倫理を共有するためにガイド

ラインを作成し、指導している。 

 

 

（４）一定期間の研究データの保存及び開示 

 

 保存を義務付けている研究データの範囲、研究データの種類別の保存期間や保存方法に

ついては、ガイドラインを踏まえた、研究倫理教育については、・「岐阜大学における研究活

動上の不正行為の防止等に関する規程」に基づき、原則、当該論文等の発表後、実験・観察

ノートの記録媒体は 10年、実験試料・標本や装置などの「もの」は 5年の保存期間として

いる。 

 

 保存対象の研究データと廃棄する研究データの区別については、研究室で対応している。

転出又は退職する研究者が保有する研究データの保存については、基本的には研究室であ

るが、引き継ぐ相手がいない場合は、学部（学科）となる。 

 

 

（５）その他研究公正の推進に向けた取組 

 

 岐阜大学の将来ビジョン（２０２５年に向けて）では、地域活性化の中核拠点であると同

時に、強み・特色を有する分野において、全国的・国際的な教育・研究拠点の形成を目指し

ており、大学本部・学長室によるガバナンス改革の取組において、大学全体としてのガバナ

ンスの透明化、浸透とともに、研究倫理をはじめとする法令順守等に基づく適正な法人運営

を掲げ、IR 機能の活用による学内資源の再配分等を進めている。 

「岐阜大学の将来ビジョン」 

https://www.gifu-u.ac.jp/about/objectives/vision.html 

  

研究公正の推進のための人材配置について、部局長（研究倫理教育責任者）のサポートと

なるよう、研究活動上の不正行為防止の基礎となる環境整備等に関することを所掌する研

究公正推進室の室員に、研究担当の副学部長を任命している。 
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岐阜大学の将来ビジョン 
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